
 

 

  

    人権尊重都市宣言を制定しました 
 

 

 

          制定の目的 
 

 人は生まれながらにして、かけがえのない存在であるとともに、 

一人ひとりが皆、自らの意志で、人間らしく生きる権利を持ってい 

ます。 

 市民の人権意識が高揚し、人権尊重の輪が広がり、部落差別、障が

い、性別、年齢、国籍等によるあらゆる差別や偏見などによる人権侵

害のない、だれもが住みよいまちを築くことを目的に制定しました。 

 

 

   人権尊重都市宣言 

 

 人権侵害は、いかなる理由があっても許されるものでは 

ありません。 

 人権が尊重され、平和で自由と平等が保障される社会の 

実現は、すべての人々の願いです。 

 私たち中野市民は、日本国憲法及び世界人権宣言の理念 

に基づき、自らの人権意識を高め、部落差別をはじめとす 

るあらゆる差別や偏見などによる人権侵害のない、だれも 

が住みよいまちを築いていくことを誓い、ここに「人権尊重

都市」であることを宣言します。 

 

 

          令和４年３月１８日制定 

 

          中 野 市 


